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広報おこっぺ　２０１５年11月号 （2）

第２8回おこっぺ牛
ち

乳
ち

の里マラソン大会
〜さわやかな風を受け、ミルクロードの星となれ〜

10
月
４
日
、
今
年
で
28
回
目
と
な
る
、
お
こ

っ
ぺ
牛
乳
の
里
マ
ラ
ソ
ン
大
会
（
主
催
：
同
実

行
委
員
会
）
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

風
が
強
く
寒
い
日
で
し
た
が
、
大
会
に
は
、

町
内
外
か
ら
４
３
０
名
の
ラ
ン
ナ
ー
が
参
加

し
、
興
部
小
学
校
を
発
着
点
と
す
る
３
㎞
・
５

㎞
・
10
㎞
・
ハ
ー
フ
マ
ラ
ソ
ン
の
４
種
目
の
コ

ー
ス
に
分
か
れ
て
行
わ
れ
、
選
手
そ
れ
ぞ
れ
が

自
分
の
体
力
に
あ
っ
た
コ
ー
ス
に
挑
み
健
脚
を

競
い
合
い
、
沿
道
に
応
援
に
か
け
つ
け
た
家
族

や
友
人
な
ど
か
ら
熱
い
声
援
が
選
手
に
送
ら
れ

て
い
ま
し
た
。

レ
ー
ス
終
了
後
に
は
興
部
小
学
校
中
庭
に
て

交
流
会
が
開
催
さ
れ
、
商
工
会
女
性
部
を
中
心

と
し
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
々
に
よ
る
ホ
タ
テ

ご
は
ん
や
、
北
オ
ホ
ー
ツ
ク
農
協
女
性
部
に
よ

る
鮭
鍋
な
ど
が
選
手
達
に
振
舞
わ
れ
た
ほ
か
、

表
彰
式
・
豪
華
景
品
が
当
た
る
抽
選
会
な
ど
が

行
わ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
交
流
会
の
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
と
し

て
、
沙
留
中
学
校
生
徒
に
よ
る
和
太
鼓
、
興
部

中
学
校
吹
奏
楽
部
の
演
奏
が
披
露
さ
れ
ま
し
た
。
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大会結果１位〜３位
種
目 区分種別 1　　位 2　　位 3　　位

ゼッケン 氏　　名 タイム ゼッケン 氏　　名 タイム ゼッケン 氏　　名 タイム

3
　
　
　
㎞

小学生男子
低学年 13

遠軽小学校３年生
0:12:57 26

興部小学校３年生
0:13:14 28

興部小学校３年生
0:13:19鈴木　将矢 橋場　蒼汰 高橋　龍矢

小学生男子
高学年 61

遠軽陸上クラブ
0:11:11 55

札幌市立平和小学校６年生
0:11:26 57

紋別小学校５年生
0:12:11本間　君耶 田島　優唯斗 田村　優河

小学生女子
低学年 102

なよろＪＡＣ
0:14:24 105

遠軽陸上クラブ
0:14:37 104

興部小学校１年生
0:14:43牧野　香凛 金子　心乃 平澤　　楓

小学生女子
高学年 151

のうみそＪｒＲＣ
0:11:41 158

遠軽陸上クラブ
0:12:11 160

興部小学校５年生
0:13:55永井　優会 金子　圭弥乃 中川　　愛

中学・高校
女子 202

遠軽中学校
0:11:03 200

興部中学校１年生
0:13:49 204

雄武中学校３年生
0:15:09金子　杏香 藤田　愛永 天間　梨南

一般女子 262 0:12:20 251
ＣＮＣ

0:14:38 268 0:14:53小野　優子 糸川　由起 荻根沢　祐子

5
　
　
　
㎞

一般男子
（60歳以上） 406

ＫＤＳ維新の会
0:20:57 412 0:21:29 403 0:23:25片岡　義文 菅野　一正 近藤　康弘

一般男子
（50~59 歳） 456

王子マテリア
0:18:35 457

興部道路事務所
0:19:36 451

名古屋市役所
0:19:41梅基　　聡 高橋　克也 加藤　一郎

一般男子
（40~49 歳） 514

アラワンダーフォーゲル部
0:18:37 504

のうみそＪｒＲＣ
0:20:11 515

うめ組
0:20:19荒木　信治 永井　慎也 加藤　久雄

一般男子
（30~39 歳） 554

作 . ＡＣ猿払
0:17:42 555

おこっぺＲＣ
0:17:46 553 0:18:26久保　貴人 野上　圭太 村中　　博

一般男子
（29歳以下） 610 0:17:24 631

雄武高校１年生
0:18:11 620

アラワンダーフォーゲル部
0:19:18佐藤　大貴 大水　誠也 蹴揚　竜爾

中学男子 309
雄武中学校３年生

0:19:24 301
興部中学校３年生

0:19:31 300 0:19:44渡邊　康太 都築　壮也 若原　大樹
女　　子

（中学生以上） 362
遠軽中学校２年生 大会新

0:18:37 367
遠軽中学校２年生

0:19:34 374
興部高校１年生

0:23:57金子　佑香 東　　初季 境澤　みなみ

10
　
㎞

一般男子
（40歳以上） 663

おこっぺＲＣ
0:38:22 678

遠軽自衛隊
0:38:34 683 0:42:19野上　　勲 高瀬　春行 林川　和幸

一般男子
（39歳以下） 719 0:36:32 711

雄武中学校
0:40:27 712 0:40:57若住　淳人 野村　和久 大宮　祐樹

一般女子 770
キャラサラ

0:46:53 760 0:50:33 771 0:52:05野瀬　路子 佐々木　朋子 北原　かなえ

ハ
|
フ

一般男子
（40歳以上） 819

稚内開発建設部
1:26:25 806

アクト建築工房
1:27:40 828

中頓別走友会
1:28:39舘山　孝利 漆戸　隆夫 石神　信祐

一般男子
（39歳以下） 912

遠軽自衛隊
1:16:12 942

シュタイナー学校
1:24:23 922

遠軽自衛隊
1:26:47篠原　改斗 河﨑　星音 新野　尋基

一般女子 960
旭川ＡＲＡ

1:50:51 957 1:52:33 952 1:54:31大谷　まさみ 市川　香代 羽賀　和嘉子
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地方公務員法の改正により、地方公共団体の職員の任用、給与、服務や勤務条件な
どの人事行政の運営状況を公表することになっております。

町では、町職員の任免や勤務時間、条件などの情報を正しく理解していただくため、
「興部町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」に基づき、興部町の人事管理

などの仕組みと運営状況についてお知らせします。

１．職員の任免および職員数に関する状況
　⑴　部門別職員数の状況（各年４月１日現在）

区　分
部　門

職　員　数（人）
平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年

一般行政部門 議 会 2 2 2
総 務 20 19 20
税 務 3 3 3
民 生 18 17 18
衛 生 7 8 8
農 林 水 産 10 11 12
商 工 1 1 1
土 木 8 8 8

教育部門 教 育 10 10 10
公営企業等会計部門 病 院 33 33 34

水 道 5 5 5
下 水 道 2 2 2
そ の 他 5 5 5

合　計 124 124 128
※ 特別職、消防職員を除く

　⑵　職員の任免の状況
区　分 退　職 採　用
人　数 1　人 4 人

※ 平成 26 年度における退職者および平成 27 年４月１日付け新規採用者

　⑶　級別職員数の状況（平成 27 年 4 月 1 日現在）
　一般職（教育長除く）

区　分 標準的な職務内容 職員数 構成比
６　級 課長・事務局長・会計管理者 14 人 16.1％
５　級 課長補佐・出張所長・室長 7 人 8.1％
４　級 係長・主任 30 人 34.5％
３　級 係長・主任・主査 15 人 17.2％
２　級 主事 6 人 6.9％
１　級 主事・事務補 15 人 17.2％
合　計 87 人 100.0％

　⑷　定員管理の数値目標（集中改革プランより）
平成 17 年 4 月 1 日職員数 平成 22 年 4 月 1 日職員数 対 17 年増減数 対 17 年増減率

131 人 124 人 ▲ 7 人 ▲ 5.3％

２．職員の給与の状況
　⑴　人件費の状況（一般会計決算）

区　分
住民基本台帳

人　口
（27.3.31）

歳 出 額　A 実質収支 人 件 費　Ｂ 人件費率
（Ｂ／Ａ）

参　考
（前年度の

人件費率）
26 年度 4,065 人 4,385,004 千円 174,169 千円 771,956 千円 17.6％ 17.6％

注・人件費には、特別職に支給される給料・議員、委員報酬などを含みます。

興部町の人事行政の運営等の状況について
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　⑵　職員給与費の状況（一般会計予算）

区　分 職　員　数
（Ａ）

給　　　　　　与　　　　　　費 １人当たり
給与費（Ｂ／Ａ）給　　料 職 員 手 当 期末・勤勉手当 計　Ｂ

27 年度 87 人 336,921 千円 50,550 千円 127,784 千円 515,255 千円 5,922 千円
注・職員数は、当初予算に計上した人数で、特別職は含みません。
　・給与費は、当初予算に計上した額です。・職員手当には退職手当を含みません。

　⑶　職員の平均給料月額及び平均年齢の状況（平成 27 年 4 月 1 日現在）
一般行政職 技能労務職

平均給料月額 平 均 年 齢 平均給料月額 平 均 年 齢
318,500 円 42.6 歳 351,800 円 55.9 歳

注・一般会計分を対象とします。

　⑷　職員の初任給の状況（平成 27 年 4 月 1 日現在）

区　　　　　　分 興　　部　　町
決定初任給 採用２年経過日給料額

一般行政職 大学卒 174,200 円 186,100 円
高校卒 142,100 円 150,500 円

注・初任給は、卒業の年の 4 月 1 日採用を基準としています。

　⑸　経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成 27 年 4 月 1 日現在）

区　　　　分 経　験　年　数
10 年以上～ 15 年未満

経　験　年　数
15 年以上～ 20 年未満

経　験　年　数
20 年以上～ 25 年未満

一般行政職 大学卒 237,600 円 　   −　円 370,600 円
高校卒 253,700 円 274,400 円 325,000 円

注・経験年数とは、採用後の経験年数で、前歴のある場合はそれを含んで換算しています。

　⑹　職員手当の状況
区　分 支　給　内　容

期末手当
勤勉手当

（26 年度支給割合）
　　　　　期末手当　　　勤勉手当
 6 月期　　1.225 月分　　0.675 月分　※ 職制上の段階、職務の級等による加算措置
12 月期　　1.375 月分　　0.825 月分　※ 期末手当の支給割合は役職区分による。
   計　　　2.60 月分　　 1.50 月分

【26 年度支給実績　127,214 千円】

扶養手当

・配偶者　13,000 円　・配偶者以外　6,500 円
　※ 扶養親族でない配偶者を有する場合は 1 人目 6,500 円、配偶者がいない場合は 1 人目

11,000 円
・ 満 15 歳に達する日以後の最初の 4 月 1 日から満 22 歳に達する日以後の最初の 3 月 31 日

までにある子 1 人につき 5,000 円加算
【26 年度支給実績　11,457 千円】

住居手当
・借家等の場合　家賃の額に応じて支給（限度額 27,000 円）
・持ち家の場合　6,000 円（取得後 5 年まで　8,000 円）

【26 年度支給実績　5,367 千円】

通勤手当

・交通機関利用者
　運賃に応じて支給（限度額 55,000 円）

・自動車等使用者（片道２㎞以上の使用者に対して支給）
　距離に応じて支給（2,000 円～ 15,800 円）

【26 年度支給実績　1,329 千円】
時 間 外
勤務手当

正規の勤務時間を超えて勤務した職員に対して支給
【26 年度支給実績　17,476 千円】

管 理 職
手 当

管理・監督の地位にある職員に対して、給与月額に支給率を乗じた額を支給
・課長等　8％　・課長補佐等　6％

【26 年度支給実績　5,690 千円】

特殊勤務
手 当

著しく危険・不健康または困難な事務、その他著しく特殊な業務に従事したときに支給さ
れる手当（手当の種類）業務手当、保育士手当

【26 年度支給実績　120 千円】

退職手当

 （支給率） 自己都合 勧奨・定年
 勤続 20 年 21.62 月分 28.025 月分
 勤続 25 年 30.82 月分 36.57   月分
 勤続 35 年 43.7  月分 52.44   月分
 最高限度額 52.44 月分 52.44   月分
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　⑺　特別職の報酬などの状況（平成 27 年 4 月 1 日現在）

給
　
料

町 長
副 町 長
教 育 長

（月　額）
740,000 円
615,000 円
550,000 円

期
　
末
　
手
　
当

町 長
副 町 長
教 育 長

（26 年度支給割合）
� 6月期　　　1.90月分�
�12月期　　　2.20月分�
　  計　　　　4.10月分

報
　
　
酬

議 長
副 議 長
常任・議運委員長
議 員

（月　額）
270,000 円
220,000 円
204,000 円
185,000 円

議 長
副 議 長
常任・議運委員長
議 員

（26 年度支給割合）
� 6月期　　　1.90月分�
�12月期　　　2.20月分�
　  計　　　　4.10月分

３．職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
　⑴　勤務時間等について（平成 27 年 4 月 1 日現在）

始業時間 終業時間 休息時間 週休日・休日

8 時 30 分 17 時 15 分 1 時間
（12 時～ 13 時）

土曜日および日曜日
年末年始（12 月 31 日から翌年の 1 月 5 日）
国民の祝日に関する法律に規定する休日

　⑵　年次有給休暇の取得状況（平成 26 年 1 月 1 日～ 12 月 31 日）
総付与日数 総取得日数 対象職員数 1 人平均取得日数 消化率

2,726 日 628 日 70 人 9.0 日 23.1％

　⑶　時間外勤務の状況
時間外、休日勤務総時間 時間外、休日勤務職員数 職員 1 人あたりの年間平均時間数

8,003 時間 71 人 112.7 時間

４．職員の分限及び懲戒処分の状況
　⑴　26 年度における職員の分限件数
　　・1 件
　⑵　26 年度における職員の懲戒件数
　　・0 件

５．職員の服務の状況
　営利企業等の従事の許可件数　～　0 件

６．職員の研修及び勤務成績の評価の状況
　⑴　職員の研修の実施状況（平成 26 年度）

研　修　名 実施主体 期間 人数
新規採用職員基礎研修 オホーツク町村会 3 日間 4 人
初級職員研修 オホーツク町村会 3 日間 6 人
中級職員研修 オホーツク町村会 3 日間 2 人
ＪＳＴ研修 オホーツク町村会 3 日間 2 人
法務基礎研修 オホーツク町村会 1 日間 2 人
管理能力研修 北海道市町村職員研修センター 3 日間 2 人

　⑵　職員の勤務成績の評定状況
　　実施していません。

７．職員の福祉及び利益の保護の状況
　⑴　福利厚生の状況（平成 26 年度）

健康診断の種類 対象者数 受診者数
定期健康診断（30 歳以下） 20 人 20 人
総合健診（30 歳以上隔年、40 歳以上全職員） 108 人 93 人

※ 総合健診には、人間ドックを含む。

　⑵　公務災害の状況（平成 26 年度）
区　　分 認定件数 災害概要

公務災害 0 件
通勤災害 0 件
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　9月 17 日、北見地区トラック協会と興部町との「緊急時における輸送業務に関する協定」
の調印式が行われました。
　この協定は、災害時における物資の輸送を円滑に行うことを目的としており、災害時などの
緊急時には町からの要請により、トラック協会に所属する運送業者が優先的に物資の輸送を行
うものです。
　調印式には、北見地区トラック協会
会長　福原裕二様、副会長　阿部秀明
様、理事　前谷孝則様が出席され、町
長とのあいだで調印が行われました。

定岡一照さんが
� 全国防犯功労者　栄誉金章を受章

北見地区トラック協会と緊急時における
� 輸送業務に関する協定を締結しました

　長年にわたる防犯活動の功績が認められ、興部町沙留地区防犯協会会長の定岡一照さんが
「全国防犯功労者栄誉金章」を受章されました。
　これは、警察庁長官、全国防犯協会連合会会長連名による最高権威の章です。

　定岡さんは、昭和 60年 5月から
30年以上にわたり興部町沙留地区
防犯協会会長として自主的な防犯パ
トロール活動をはじめ、地域住民と
共に防犯街頭活動を積極的に行い、
子どもから大人までが安心して暮ら
せるまちづくりにと日夜ご尽力され
ています。
　悪徳業者の訪問販売や振込めサギ
等々、防犯活動は多岐にわたってい
ますが、地域を守ろうという定岡さ
んのご尽力に対し、町としても心か
ら感謝しております。
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　お便りをいただく場合は、適当な便箋等を封筒など（使い古しのもので構いません）に入れ、封をして、
町役場窓口か、お知り合いの町職員にお渡し願います。町長のみ開封とし、お返事をさせていただきます。
不明な点は、総務課総務厚生係まで。ＴＥＬ８２・２１３１です。

「災害」があるといつも 1次産業である農業や水産業、林業に被害が集中します。先日懸案であったＴＰＰが大筋合
意しました。しかし、これは決定ではありません。これからアメリカをはじめ参加国の国会での議決が必要となり、そ
れを経て初めて合意なのですが、果たしてこのＴＰＰは台風となるのか？　爆弾低気圧となるのか？　正直その影響度
合いが分かりません。ただ、自然を相手の産業、特に食糧生産に関する産業は人間の思うようにならないことだけは
はっきりしています。多くの日本人が好んで食べる蕎麦は8割が輸入に頼っており北海道産は僅か1割にしかなりませ
ん。北海道名物ジンギスカンの自給率は何と 0.5％です。ＴＰＰに賛成・反対を議論するのは結構ですが、そもそも自
給率 40％、それも平均年齢 65歳の農家がやっとの思いで生産している現実を脇においての議論には意味がないと思
います。日本の国は石油の次に食糧と言うエネルギー源を今以上に他国に握られてしまうかもしれないのです。
さて、雪の便りが聞こえてきました。風邪など召しませぬ様に、では、また。

町長日誌の第 144 号です。町長が日頃町民の皆さんと話し合ったことや色々な出来事
を町長自ら書いたものです。町民皆さんのご意見・ご要望・ご感想をお待ちしています。

№144町長日誌
昨日 12日は体育の日で祝日でしたが、どうも「体育の日」は「10月 10日」
と言う印象が強く、他の祝祭日も含めてその年によって祝日が変わる事に戸惑

いを覚えるのは私だけでしょうか？　年配の人なら誰もがご存じの事と思いますが、昭和 39（1964）年 10月 10
日は「東京オリンピック」の開会式でした。体育の日はこの事を記念して制定されたのです。小学校 1年生の私は
校長室で白黒の映像でしたが、まさに日本晴れの下、代々木国立競技場に入場してくる外国人選手団の姿に、顔か
ら目が飛び出さんばかりに見入っていたのを思い出します。放送はＮＨＫでしたから、後の札幌冬季オリンピック
の時の笠谷選手の金メダルジャンプの時に「飛んだ！　やった！　笠谷！　金メダル !!」の名セリフで有名な北出
清五郎アナウンサーの清々しい声が強く印象に残っています。一番後に日本選手団が登場した時には、白黒テレビ
なのに北出アナウンサーの赤いジャケットと真っ白なズボンと言う説明で、私の頭の中には総天然色で選手団や競
技場の様子が見えた気がしたものでした。
それほど、50年前の東京オリンピックは日本に夢と感動を与えたのです。しかし、農業が廃れ食糧自給率は 4割
にも満たなくても人々の生活は驚くほど豊かになり、経済力もはるかに強くなったのにも拘らず、スタジアムの建
設につまずき、ロゴもスムーズに決められない中で、果たして 2020年のその日に小学校 1年生の子供たちは私と
同じような夢や感動で胸を膨らますことが出来るのでしょうか？　私の思い過ごしであることを願っています。

10月 13日㈫ＡＭ10：30

一週間前の 2日の爆弾低気圧による風の被害は、住宅や建物などでは小さな被害
はあったものの、総じては無いと言っても過言ではない状況でしたが、収穫を目前にしていた家畜用コーンが、ま
るで大きなローラーに押し潰されたかのように西から東に向けてベッタリと倒れる被害が約 200ha 以上に及びま
した。幸い雨が少なく、その後 7日までは好天が続きましたので、片刈りと言う大変な作業でしたが大半を収穫す
ることが出来ました。8日、本道を襲った台風 23号は、当初根室に近づきその後遠ざかる予報でしたが、発達した
ままでスピードが遅く、オホーツク沿岸の町に大きな爪痕を残しました。大型のため被害は全道に及び余市町や七
飯町などのリンゴ産地では2週間続けて風の被害を受け半分以上のリンゴが売り物にならないと聞きます。他にも、
ビニールハウスの被害、サケ定置網の被害、収穫前の馬鈴薯やビート、乾燥中の玉ねぎなどの一次産業被害をはじ
め、河川決壊や恐れがある事から多くの皆さんが避難を余儀なくされ浸水被害も多発しました。オホーツク海沿岸
では本町の沙留地域ぐらいまでが降水量が多く紋別市では 211.5mmと大雨で、渚滑川もあわやと言う状況であっ
たと聞きます。幸い、本町では町道で軽度の法面崩壊などはありますが直接住民生活への大きな影響は発生しない
模様でしたので、災害対策本部を立ち上げずに様子を見ました。夜 9時までは、全職員で見回りや被害の有った箇
所への対応などを行いました。その後は、災害担当職員が徹夜で 9日朝まで排水ポンプの点検などを行い、翌日 9
日午前中には被害の実態調査を行いました。住民の避難は今回河川の氾濫は無いと推測できましたので行いません
でしたが、一人暮らしなどで不安な人は役場に連絡して頂ければ公民館などに避難出来る様、自治会長を通じて連
絡させて頂きました。実際には住吉地区で自治会長のご判断により 2戸の高齢者世帯が住吉寿の家に避難され一夜
を過ごしましたが、住宅への浸水などはありませんでした。ただ、時化が治まり海では設置してありましたサケ定
置網で、特に興部漁港側を中心に 20カ所中 6カ所で網が流されるなど今シーズンは漁が出来ない状況にあります。
昨年 12月の低気圧被害を受けたホタテについては未だ調査していませんが被害の無い事を祈るばかりです。この
様に、2週間に亘り低気圧の災害が続きましたが、恐らく小さな被害は数多くあったと思います。被害の受けた皆
様、そして平成 10年の風水害被害を思い出して心細い夜を過ごした皆様に心からお見舞いを申し上げます。

10月8〜9日（木・金）
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寒
暖
差
ア
レ
ル
ギ
ー
と
は

冬
が
近
づ
き
、
屋
内
と
屋
外
の
気

温
差
が
激
し
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。

こ
の
季
節
に
、
原
因
不
明
の
鼻
水
や

頭
痛
等
の
体
の
不
調
を
訴
え
る
人
が

多
く
な
り
ま
す
。
こ
れ
ら
は
『
寒
暖

差
ア
レ
ル
ギ
ー
』
に
よ
る
も
の
と
考

え
ら
れ
ま
す
。

寒
暖
差
ア
レ
ル
ギ
ー
と
は
、
気
温

が
変
化
し
や
す
い
時
期
や
屋
内
と
屋

外
の
寒
暖
差
が
激
し
い
時
期
に
鼻
水

や
咳
が
止
ま
ら
な
く
な
っ
た
り
、
頻

繁
に
頭
痛
が
起
こ
っ
た
り
す
る
症
状

の
こ
と
を
言
い
ま
す
。
他
に
も
皮
膚

の
痒
み
や
蕁
麻
疹
、
食
欲
不
振
や
イ

ラ
イ
ラ
な
ど
の
症
状
が
出
る
こ
と
も

あ
り
ま
す
。

ア
レ
ル
ギ
ー
と
い
う
と
何
か
原
因

物
質
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
ま
す

が
、
寒
暖
差
ア
レ
ル
ギ
ー
は
正
式
名

称
を
『
血
管
運
動
性
鼻
炎
』
と
い

い
、
寒
暖
差
に
よ
り
自
律
神
経
が
不

調
を
起
こ
す
こ
と
が
原
因
な
の
で
す
。

寒
暖
差
ア
レ
ル
ギ
ー
の
原
因

気
温
が
下
が
る
と
空
気
ま
で
冷
た

く
な
り
ま
す
が
、
体
の
中
ま
で
冷
た

い
空
気
が
入
り
込
む
と
い
う
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。
鼻
の
粘
膜
に
よ
り
空

気
が
体
温
程
度
に
ま
で
温
め
ら
れ
肺

に
送
ら
れ
る
の
で
す
。
粘
膜
が
空
気

を
温
め
ら
れ
る
の
は
そ
こ
に
流
れ
て

い
る
血
管
の
お
か
げ
で
す
。
こ
の
血

管
に
流
れ
る
血
流
を
管
理
し
て
い
る

の
が
自
律
神
経
で
す
。
自
律
神
経

は
、
汗
を
か
い
た
り
胃
酸
を
分
泌
さ

せ
た
り
、
血
管
を
収
縮
・
拡
張
さ
せ

た
り
と
、
そ
の
時
々
の
環
境
や
状
況

に
体
を
合
わ
せ
て
く
れ
る
働
き
を
し

て
い
ま
す
。
し
か
し
、
場
所
や
日
に

よ
っ
て
あ
ま
り
に
も
温
度
差
が
激
し

い
と
自
律
神
経
は
外
気
に
体
を
合
わ

せ
る
の
が
大
変
に
な
り
、
誤
作
動
を

起
こ
し
て
体
に
不
調
が
現
れ
ま
す
。

こ
れ
が
寒
暖
差
ア
レ
ル
ギ
ー
の
メ
カ

ニ
ズ
ム
で
す
。
自
律
神
経
の
不
調
が

ど
こ
に
出
る
か
に
よ
っ
て
症
状
が
変

わ
っ
て
く
る
の
で
、
鼻
水
以
外
の
症

状
も
現
れ
る
の
で
す
。

風
邪
と
寒
暖
差

ア
レ
ル
ギ
ー
の
違
い

•
�

鼻
水
の
色
…
…
風
邪
の
場
合
は

黄
色
っ
ぽ
い
ド
ロ
ド
ロ
と
し
た
鼻

水
に
な
り
ま
す
が
、
透
明
の
さ
ら

さ
ら
と
し
た
鼻
水
が
長
く
続
く
場

合
は
寒
暖
差
ア
レ
ル
ギ
ー
の
可
能

性
が
あ
り
ま
す
。

•
�

目
の
充
血
…
…
原
因
物
質
が
あ

っ
て
の
ア
レ
ル
ギ
ー
の
場
合
は
目

の
粘
膜
も
影
響
を
受
け
ま
す
。
鼻

水
だ
け
が
出
て
、
目
の
か
ゆ
み
や

充
血
が
な
い
場
合
は
寒
暖
差
ア
レ

ル
ギ
ー
の
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

•
�

そ
の
他
…
…
朝
や
晩
な
ど
気
温

差
が
激
し
い
時
に
咳
や
く
し
ゃ
み

が
ひ
ど
く
な
る
、
熱
が
全
く
で
な

い
、
明
ら
か
に
気
温
差
が
激
し
い

季
節
に
不
調
症
状
が
起
こ
る
、
等

の
場
合
は
寒
暖
差
ア
レ
ル
ギ
ー
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

寒
暖
差
ア
レ
ル
ギ
ー
の

予
防
・
対
策

寒
暖
差
ア
レ
ル
ギ
ー
は
厳
密
に
言

え
ば
病
気
で
は
な
く
自
律
神
経
の
誤

作
動
の
た
め
、「
こ
の
薬
を
飲
ん
だ

ら
確
実
に
治
る
」
と
い
う
よ
う
な
治

療
法
は
あ
り
ま
せ
ん
。
大
切
な
の
は

自
律
神
経
を
安
定
さ
せ
る
こ
と
と
、

寒
暖
差
ア
レ
ル
ギ
ー
を
起
こ
さ
な
い

よ
う
に
日
常
生
活
を
見
直
し
体
調
を

整
え
る
こ
と
で
す
。
症
状
に
よ
っ
て

は
対
症
療
法
と
し
て
症
状
を
緩
和
さ

せ
る
薬
が
処
方
さ
れ
る
場
合
が
あ
り

ま
す
の
で
、
そ
の
場
合
は
医
師
の
指

示
に
従
い
ま
し
ょ
う
。

日
常
生
活
で
で
き
る
工
夫
を
い
く
つ

か
あ
げ
て
み
ま
す
。

寒
暖
差
を
な
く
す
…
…
日
頃
か
ら
身

体
が
温
度
差
を
感
じ
な
い
よ
う
に
し

て
お
く
こ
と
が
一
番
で
す
。
必
要
に

応
じ
て
マ
ス
ク
の
着
用
や
上
着
な
ど

を
持
ち
歩
い
て
調
節
す
る
よ
う
に
し

て
お
く
と
良
い
で
し
ょ
う
。

筋
肉
を
つ
け
る
…
…
筋
肉
を
つ
け
る

と
体
の
発
熱
機
能
を
高
め
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
逆
に
筋
肉
が
少
な
い
と

新
陳
代
謝
が
悪
く
、
体
内
を
温
め
る

力
が
低
下
し
ま
す
。
寒
暖
差
ア
レ
ル

ギ
ー
の
解
消
に
は
適
度
な
運
動
が
効

果
的
で
す
。

食
べ
物
の
工
夫
…
…
体
を
温
め
る
食

材
を
積
極
的
に
摂
り
ま
し
ょ
う
。
根

菜
類
、
生
姜
や
ニ
ン
ニ
ク
、
ハ
ー
ブ

テ
ィ
ー
な
ど
も
効
果
的
で
す
。
冷
た

い
飲
み
物
の
摂
り
過
ぎ
に
も
注
意
し

ま
し
ょ
う
。

規
則
正
し
い
生
活
…
…
自
律
神
経
を

整
え
る
た
め
に
は
規
則
正
し
い
生
活

は
不
可
欠
で
す
。
体
を
冷
や
さ
ず
、

お
風
呂
に
ゆ
っ
く
り
入
る
の
も
良
い

で
し
ょ
う
。

寒
暖
差
ア
レ
ル
ギ
ー
は
病
気
で
は

な
い
の
で
治
療
が
難
し
い
面
が
あ
る

一
方
、
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
見
直
す

こ
と
で
改
善
で
き
る
可
能
性
も
大
き

く
あ
り
ま
す
。
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
知

り
、
予
防
・
対
策

の
工
夫
を
し
て
み

ま
し
ょ
う
。

�

（
役
場
保
健
師
）

○
元
気
と
若
さ
を
も
ら
う
か
い

　
　
　
　
　
　

３
地
区
合
同
交
流
会
…
…
…
…
…
５
日

○
沙
留
一
般
健
康
相
談
…
…
…
…
…
…
…
９
日
・
30
日

○
児
童
相
談
所
移
動
総
合
相
談
室
…
…
…
…
…
…
10
日

○
離
乳
食
教
室
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
13
日

○
親
子
す
こ
や
か
セ
ミ
ナ
ー
…
…
…
…
…
…
…
…
17
日

○
保
健
推
進
委
員
研
修
会
…
…
…
…
…
…
…
…
…
19
日

○
介
護
者
ふ
れ
あ
い
の
会
（
ほ
ほ
え
み
）……
…
…
24
日

○
１
歳
６
ヶ
月
児
・
３
歳
児
健
康
診
査
……
…
…
…
26
日

今月の保健行事

『知っていますか？　寒暖差アレルギー
� ～正しく知って予防・対策～』

今月の　　���予報
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町
内
小
中
学
校
紹
介

シリーズ
�

　昭和 41年 4月に豊野・秋里・宇津・興部の 4
中学校が統合してから、来年平成 28年（「昭和」
で言うと 91年）で開校 50周年を迎えます。

　開校当初は、新校舎の建設が間に合わず、完成
したのは翌年の 11月。したがって、第 1回の卒
業式は、それぞれの旧校舎でバラバラに行われま
したが、翌第 2回からは現在の校舎で行われるよ
うになりました。

　その後、昭和 61年に食堂が建設されて翌年か
ら学校給食が始まり、さらには平成 2年に体育館
のフロアがダメになって体育館だけが改築され、
現在のような校舎になりました。

　その校舎も改築が決まり、平成 30年 4月には
沙留中学校と統合の上、新校舎での生活が始まり
ます。

　先日、第 36期の卒業生が集まって、卒業時に
埋めたタイムカプセルを掘り返しに来たり、創立
当時の旧職員の方がわざわざ札幌から足を運び、
昔を懐かしんだりしています。
　本校及び本校ＰＴＡとしましても、この記念す
べき年を迎えるに当たって、「周年事業」の是非を
検討しましたが、2年後には統合と新校舎の落成
を控え、2年間で 2つの大きな行事を企画するこ
とは不可能なので、来年度の「50周年事業」は
記念行事を行わず、50年の歩みを綴った記念誌
と、50周年及び新校舎の落成をお知らせするた
めの同窓会名簿の作成に取り組むことにしまし
た。
　現在は、期別の代表の方にお願いして、卒業年
次ごとに名簿を作成していただいていますが、こ
の名簿には、現住所や女性であれば新姓（結婚後
の苗字）も記入していただいています。それらは
すべてを 50周年や新校舎落成のお知らせを郵送
するためのもので、記念誌に載せる卒業生名簿は
卒業当時のお名前だけですのでご安心ください。

　今年度の運動会や学校祭、卒業式は、すべて「第
50回」がつきますが、6月に行われた運動会で

は、恐らく史上初
めて「紅白同点優
勝」という感動的
な幕切れでした。
また、今年度は、
これまた恐らく初
めて、津波を想定
して「モーモー城」

まで登る避難訓練を行いました。海辺に住む我々
がそのような行動を覚えていて、いざという時に
一人でも多くの人を
連れて命を救って欲
しいものです。

興部町立興部中学校

興部中学校は、来年6月で

開校50周年
� を迎えます。　　　

記念すべき年に……

【教育目標】未来を拓く
　◎自ら学ぶ生徒…（知）
　◎心豊かな生徒…（徳）
　◎健 康 な 生 徒…（体）
　　　　「仲間と協力し、目標の実現に努める生徒を育む教育活動の推進」
 　　　 　 １　自ら気づき、考え、行動しようとする生徒の育成
  　　　　 ２　互いの良さを認め合い、励まし合って活動する生徒の育成

学年 人数
１年生 22 名
２年生 25 名
３年生 20 名

計 67 名
教職員 16 名

平成 27 年度の在籍

重点
目標

四
一
年
以
前
の
校
舎

四
二
年
に
完
成
し
た
校
舎

平
成
二
年
に
体
育
館
も
完
成
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イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

情
報
ひ
ろ
ば

inform
ation

　人権擁護委員に興部町緑ヶ丘の ｢有坂廣光 ｣氏が、10 月 1 日付で法務大臣か
ら委嘱されました。
　人権擁護委員は、幸福な人生を送るうえで最も大切な権利である ｢人権 ｣を
侵され悩んでいる方のご相談をお聞きしています。
　「いじめ」や「差別」など人権に関して、悩んでいることや心配ごとがあり
ましたら、お気軽にご相談ください。
　相談は無料で秘密は固く守られます。

　｢ 私たちの街の人権擁護委員です ｣

氏  　  　名

田　中　　啓　一

今　井　　秀　和

有　坂　　廣　光

人権擁護委員に有坂廣光氏が委嘱されました

新しい教育委員に小野優太さんを任命
　興部町教育委員の任期満了に伴い、小野優太さん（新任）が議会の同意を受け教育委員として町長
から任命されました。
　また、10月1日に開催された教育委員会議において、選挙により菅原博氏が委員長に再選され、委
員長職務代理者には櫻木トモ枝氏が選任されました。

◇教育委員名簿

役　　職 氏　　　　　名 任　　　期（４年）

委　員　長 菅　原　　　博 平成２８年９月３０日まで（５期目）

職務代理者 櫻　木　トモ枝 平成３０年９月３０日まで（２期目）

教 育 委 員 堤　田　克　彦 平成２８年９月３０日まで（１期目）

教 育 委 員 小　野　優　太 平成３１年９月３０日まで（１期目）

教　育　長 山　前　邦　夫 平成２９年９月３０日まで（２期目）

 教育委員長（再）
菅　原　　　博　氏

教育委員（新）
小　野　優　太　氏

委員長職務代理者（新）
櫻　木　トモ枝　氏
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inform
ation

■�　個人事業税は、道内に事務所（事業所）があり、事業を行っている個人に、その所得を基礎として
課税される道税です。

　　事業の所得から各種控除額を差し引いたものに次の税率をかけて算出します。��

第一種事業 物品販売業、不動産貸付業、飲食店業　など ５　％

第二種事業 畜産業、水産業　など ４　％

第三種事業
医業、理・美容業、クリーニング業　など ５　％

あん摩・はり・きゅう業　など ３　％

■�　紋別道税事務所から送付する納税通知書で、第 1期（8月 31日期限）と第 2期（11月 30日期限）
の 2回に分けて納めていただきます。それぞれの納期限までに納税してください。

　　※　年税額が 1万円以下の場合は、第 1期に全額を納めていただきます。

■�　納税通知書は8月10日に第1期分と第2期分を合わせて送付しておりますが、第2期分を紛失され
た場合は、紋別道税事務所課税係へ連絡ください。

■　納税についてのご相談は、紋別道税事務所納税係へお願いします。

■　道税の納税には、手続が簡単で便利な口座振替もご利用できます。

◎　ご連絡・お問い合わせ先
　　オホーツク総合振興局紋別道税事務所（紋別市幸町 6丁目）　TEL：０１５８－２４－２６２６
　　　課税に関すること�～�課税係�まで
　　　納税に関すること�～�納税係�まで
○　ホームページもご利用ください
　　道税ホームページ　　http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/zim/
　　オホーツク総合振興局税務課ホームページ
　　　　　　　　　　　　http://www.okhotsk.pref.hokkaido.lg.jp/ts/zim/

「必ずチェック最低賃金！　使用者も、労働者も」

北 海 道 最 低 賃 金

厚生労働省　北海道労働局　労働基準監督署（支署）

○最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金及び時間外等割増賃金は算入されません。
○最低賃金額以上の賃金を支払わない揚合は、最低賃金法違反として処罰されることがあります。
○特定の産業（処理牛乳・乳飲料、乳製品、糖類製造業」、「鉄鋼業」、「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報
　通信機械器具製造業」、「船舶製造・修理業、船体ブロック製造業」で働く者には北海道の特定（産業別）最低賃金が適
　用されます。

北海道内で事業を営む使用者及びその事業揚で働くすべての労働者（臨時、パートタイマー、アル
バイト等を含む。）に適用される北海道最低賃金が次のとおり改定されます。

最 低 賃 金 額　時 間 額　 764  円
効力発生年月日　平成  27  年 10  月  8  日

個人事業税・第2期の納期限は11月 30日㈪です
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11
月
は
、
労
働
保
険
適
用

促
進
強
化
期
間
で
す
！

事
業
主
の
皆
さ
ん
。
労
働
保
険

の
加
入
は
お
済
み
で
す
か
。

労
働
保
険
に
加
入
し
て
、
従
業

員
の
方
々
が
安
心
し
て
働
け
る
職

場
に
し
ま
し
ょ
う
。

労
働
保
険
と
は
、
労
災
保
険
と

雇
用
保
険
の
総
称
で
、
労
働
者
の

生
活
の
安
定
、
福
祉
の
増
進
等
を

図
る
こ
と
を
目
的
に
、
国
が
直
接

管
理
運
営
し
て
い
る
保
険
で
す
。

農
林
水
産
業
の
一
部
を
除
き
、
労
働

者
を
一
人
で
も
雇
用
す
る
事
業
に
つ

い
て
は
、
法
人
・
個
人
を
問
わ
ず
加

入
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

○
問
い
合
わ
せ
先

　
厚
生
労
働
省
北
海
道
労
働
局

　
総
務
部
労
働
保
険
徴
収
課

℡
０
１
１
・
７
０
９
・
２
３
１
１

　

�

ま
た
は
最
寄
り
の
労
働
基
準
監

督
署
・
公
共
職
業
安
定
所

12
月
１
日
㈫
は

世
界
エ
イ
ズ
デ
ー
で
す

◇
エ
イ
ズ
は
Ｈ
Ｉ
Ｖ
（
ヒ
ト
免
疫

不
全
ウ
イ
ル
ス
）
の
感
染
に
よ

っ
て
発
病
し
ま
す
。

◇
北
海
道
に
お
け
る
昨
年
１
年
間

の
新
規
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
者
は
20

人
、
エ
イ
ズ
患
者
は
10
人
で
合

計
30
人
で
し
た
。
月
平
均
約
2.5

人
が
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染
ま
た
は
エ
イ

ズ
発
症
が
判
明
し
て
い
ま
す
。

◇
現
在
で
は
潜
伏
期
間
に
薬
を
投
与

す
る
こ
と
で
エ
イ
ズ
の
発
症
を
防

い
だ
り
、
遅
ら
せ
た
り
す
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し

た
。
早
期
に
感
染
を
発
見
す
る
こ

と
で
さ
ら
に
エ
イ
ズ
発
症
予
防
の

可
能
性
は
高
ま
り
ま
す
。

◇
感
染
が
心
配
な
方
は
ち
ょ
っ
と

勇
気
を
だ
し
て
保
健
所
で
検
査

を
受
け
て
み
ま
せ
ん
か
？

�

検
査
は
匿
名
・
無
料
で
受
け
ら
れ

ま
す
。
時
間
な
ど
詳
し
く
は
電
話

で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◇
12
月
の
検
査
日
は
9
日
で
す
。

検
査
に
は
事
前
予
約
が
必
要
に
な

り
ま
す
。
検
査
日
の
1
週
間
前
ま

で
に
電
話
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

◇
問
い
合
わ
せ
先

　

�

紋
別
保
健
所
エ
イ
ズ
相
談
専
用
電
話

℡
０
１
５
８
・
２
４
・
１
９
２
６

一
日
合
同
行
政
相
談
所

開
設
の
お
知
ら
せ

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
が
小
規
模
な

地
域
に
お
い
て
は
住
民
の
多
く
が

顔
見
知
り
で
あ
る
た
め
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
に
関
す
る
不
安
が
あ
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

一
日
合
同
行
政
相
談
所
は
開
催

地
及
び
周
辺
の
町
村
の
住
民
に
対

し
て
広
く
、
国
等
の
機
関
に
よ
る

専
門
相
談
窓
口
の
利
用
機
会
を
設

け
る
た
め
に
実
施
し
ま
す
。
興
部

町
民
も
対
象
で
す
。

相
談
は
無
料
、
秘
密
は
守
ら
れ

ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

■
日
時
：
平
成
27
年
11
月
12
日
㈭�

■
場
所
：�

西
興
部
村
ホ
テ
ル
森
夢�

（
公
民
館
）

　
11
：
00
〜
15
：
00

　

�（
受
付
／
11
：
00
〜
14
：
30
、

弁
護
士
・
税
理
士
は
12
：
00
〜

14
：
30
）

■
参
加
機
関
（
予
定
）

　

�

名
寄
労
働
基
準
監
督
署･

網
走

開
発
建
設
部･

北
見
年
金
事
務

所･

旭
川
弁
護
士
会･

北
海
道
税

理
士
会･

旭
川
行
政
評
価
分
室

■
お
問
合
せ
先

　
�

総
務
省�

北
海
道
管
区
行
政
評

価
局
旭
川
行
政
評
価
分
室

℡
０
１
６
６
・
３
８
・
３
０
１
１

日
曜
公
証
相
談

（
い
つ
で
も
相
談
は
無
料
！
）

と　
き　
11
月
15
日
㈰

　
　
　
　
9
時
〜
15
時

と
こ
ろ　
名
寄
公
証
役
場

　
　
　
　

�

名
寄
市
西
1
条
南
9
丁

目
35
公
証
ビ
ル

内　
容　

　

�

遺
言
、
任
意
後
見
、
離
婚
、
尊

厳
死
宣
言
、
借
地
借
家
の
賃
貸

借
、
定
款
、
パ
ス
ポ
ー
ト
認

証
、
知
的
財
産
権
保
護
・
確
定

日
付
等

問
い
合
わ
せ
は
、
名
寄
公
証
役
場

℡
０
１
６
５
４
・
３
・
３
１
３
１

（
要
予
約
、
電
話
相
談
も
可
）

※
秘
密
厳
守
、
平
日
（
9
時
〜
17

時
）
も
相
談
は
い
つ
で
も
無
料
で
す
。

地
域
の
集
ま
り
・
老
人
・
婦
人
会

等
の
無
料
出
前
講
座
に
つ
い
て
も

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

○
日
曜
公
証
相
談
今
後
の
日
程

平
成
27
年
11
月
15
日
㈰
、
12
月
20

日
㈰
、
平
成
28
年
１
月
17
日
㈰
、

２
月
21
日
㈰
、
3
月
20
日
㈰

11
月
は
、
児
童
虐
待

防
止
推
進
月
間
で
す

○
児
童
虐
待
と
は

親
な
ど
現
に
子
ど
も
を
監
護
し

て
い
る
保
護
者
が
、
子
ど
も
に
対

し
て
身
体
的
な
危
害
を
加
え
た

り
、
適
切
な
保
護
や
養
育
を
行
わ

な
い
こ
と
、
言
葉
に
よ
る
お
ど
か

し
や
拒
否
的
な
態
度
を
と
っ
た

り
、
わ
い
せ
つ
な
行
為
を
す
る
こ

と
（
さ
せ
る
こ
と
）
な
ど
に
よ
っ

て
、
子
ど
も
の
心
身
を
傷
つ
け
、

健
や
か
な
成
長
、
発
達
を
そ
こ
な

う
行
為
を
い
い
ま
す
。

○
し
つ
け
と
の
違
い
は
？

た
と
え
親
な
ど
が
し
つ
け
と
思

っ
て
い
て
も
、
虐
待
か
ど
う
か
、

そ
の
行
為
が
子
ど
も
に
と
っ
て
有

害
か
ど
う
か
で
判
断
し
ま
す
。

○
虐
待
し
て
し
ま
う
家
庭
を
追
い
つ

め
な
い
で
見
守
っ
て
く
だ
さ
い
。

○
虐
待
に
気
づ
い
た
り
、
次
の
よ

う
な
こ
と
を
見
た
り
聞
い
た

ら
、
次
の
通
告
先
ま
で
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

・
身
体
的
虐
待
「
不
自
然
な
傷
が

多
い
」「
叩
く
音
や
泣
き
声
が

聞
こ
え
る
」

・
ネ
グ
レ
ク
ト
「
衣
服
や
体
が
い

つ
も
極
端
に
汚
れ
て
い
る
」

「
車
内
に
子
ど
も
が
放
置
さ
れ

て
い
る
」「
小
さ
な
子
ど
も
を

置
い
て
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
外
出
し

て
い
る
」

・
心
理
的
虐
待
「
し
つ
け
の
程
度

を
超
え
て
叱
っ
て
い
る
」「
こ

と
ば
に
よ
る
脅
し
」

・
性
的
虐
待
「
子
ど
も
に
わ
い
せ

つ
な
行
為
を
し
て
い
る
（
さ
せ

て
い
る
）」

な
ど
、
不
審
な
こ
と
が
あ
れ

ば
、
通
告
し
て
く
だ
さ
い
。

相
談
や
通
告
し
た
人
が
誰
か
特

定
さ
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
情
報

は
、
決
し
て
漏
ら
し
ま
せ
ん
。

■
お
問
い
合
わ
せ

　
北
海
道
北
見
児
童
相
談
所

℡
０
１
５
７
・
２
４
・
３
４
９
８

　
児
童
相
談
所
全
国
共
通
ダ
イ
ヤ
ル

　
１
８
９

inform
ation
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inform
ation

�国 民 年 金
「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が発行されます

～年末調整・確定申告まで大切に保管してください～

　　国民年金保険料の納め忘れがある方へ
平成 27年 10月から後納制度が変わりました！

●国民年金保険料は社会保険料控除の対象になります
国民年金保険料は、所得税及び住民税の申告において全額が社会保険料控除の対象となります。そ

の年の 1月 1日から 12月 31日までに納付した保険料が対象です。過去の年度分や追納された保険
料も含まれます。
この社会保険料控除を受けるためには、納付したことを証明する書類の添付が義務付けられていま

す。
また、ご家族の国民年金保険料を納付された場合も、ご本人の社会保険料控除に加えることができ

ますので、ご家族あてに送られた控除証明書を添付のうえ申告してください。

●社会保険料控除証明書を 11月上旬に送付
このため、平成 27年 1月 1日から 9月 30日までの間に国民年金保険料を納付された方について

は、「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が本年 11月上旬に、日本年金機構本部から送付さ
れますので、年末調整や確定申告の際には、必ずこの証明書を添付してください。
また、10月 1日から 12月 31日までの間に今年はじめて国民年金保険料を納付された方について

は、翌年の 2月上旬に送付されます。
「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」についてのご照会は、控除証明書のはがきに表示され
ている番号にお問い合わせください。

●控除証明書が届かないときは
平成27年中に国民年金保険料を納付しているのに控除証明書が届かない方は、ねんきん定期便・

ねんきんネット等専用ダイヤルにお問い合わせください。

≲ねんきん定期便・ねんきんネット等専用ダイヤル≳
０５７０－０５８－５５５（ナビダイヤル）自動音声案内に従って「3」を押してください。

≲受付期間≳
平成 27年 11月 2日㈪～平成 28年 3月 15日㈫

≲受付時間≳
●月～金曜日：午前 9時 00分～午後 7時 00分
　第２土曜日：午前 9時 00分～午後 5時 00分
※祝日（第 2土曜日を除く）、12月 29日～ 1月 3日はご利用いただけません。

　※�ナビダイヤルは、一般の固定電話からおかけになる場合は全国どこからでも、市内通話料金でご
利用いただけます。ただし、一般の固定電話以外（携帯電話等）からおかけになる場合は通常の
通話料金がかかります。

●年金額アップ・年金の受給資格を得られます
過去5年以内に国民年金保険料の納め忘れがある方は、申込みにより、平成 27年 10月から平成

30年 9月までの 3年間に限り、国民年金保険料を納めることができます。（後納制度といいます）
後納制度で不足している期間の保険料を納付すると、年金の受給資格が得られる可能性があります。

また、将来受け取る年金額がアップします。
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�

11月は「ねんきん月間」、
11月 30日（いいみらい）は「年金の日」です

日本年金機構ホームページ http://www.nenkin.go.jp/

●ご利用できる方
①20歳以上 60歳未満の方で、5年以内に納め忘れの期間（納付・免除以外）や未納期間がある方
② 60歳以上 65歳未満の方で、①の期間のほか任意加入中に納め忘れの期間がある方
③ 65歳以上の方で、年金受給資格がなく任意加入中の方など
　※60歳以上で、老齢基礎年金を受給されている方は申込みできません。

●申込みの際の注意事項
①納付の際に加算額がつきます　⇒　当時の保険料額に加算金がつきます。
②納める順番があります　　　　⇒　最も古い分から納めていただきます。
③申し込み後に審査を行います　⇒　�後納保険料の納付が可能な期間について審査を行い、その結果

をお知らせします。
④免除期間がある方は　　　　　⇒　�後納制度は利用できません。10年までさかのぼって納付できる

「追納制度」をご利用下さい。

【問い合わせ先】北見年金事務所　国民年金課　　　（℡０１５７－２５－９６３５）
　　　　　　　　興部町役場�　住民課　戸籍年金係　（℡８２－２１６４）

日本年金機構では、厚生労働省と協力して、毎年 11月を「ねんきん月間」と位置付けし、
国民の皆様に公的年金制度に対する理解を深めていただくための普及・啓発活動を行います。
主な活動は、全国各地で「出張年金相談」の開設や、教育機関や事業所に出向いて年金セ

ミナーや年金制度説明会を開催します。

また、11月 30日は、ご自身の年金記録や年金受
給見込み額を確認し老後の生活設計に思いを巡らせ
ていただく「年金の日」となっています。ぜひこの機
会に「ねんきんネット」をご利用下さい。

日　時　11 月 26 日㈭ 午前 9 時〜午後 3 時
場　所　紋別市民会館（紋別市潮見町 1 丁目）

11月の年金事務
相談所の開設日程

※��お客様の相談時間を十分確保するため、完全予約制となります。相談予約は電話により相談開設日の 1ヶ月前から
受付します。　電話予約受付番号　０１５７－３３－６００７（北見年金事務所）

お問い合わせは「ねんきんダイヤル」へ！
●年金相談は、「ねんきんダイヤル」℡０５７０－０５－１１６５　または、お近くの年金事務所をご利用
　ください。
※050または 070から始まる電話でおかけになる場合は「℡０３－６７００－１１６５」（一般電話）
●月　曜　日：午前 8時 30分～午後 7時 00分　　火～金曜日：午前 8時 30分～午後 5時 15分
　第２土曜日：午前 9時 30分～午後 4時 00分
※月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後 7時まで相談をお受けします。
※祝日（第 2土曜日を除く）、12月 29日～ 1月 3日はご利用いただけません。
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警察署からのお知らせ
１　犯罪被害者支援活動に関する理解とご協力のお願い　～　社会に広げよう被害者支援の輪　～
　犯罪被害に遭うとどうなるのだろう？　あなたは、そんなことを考えたことがありますか？
　犯罪被害者の方々は、ある日突然、犯罪の被害に遭ったことで、直接的なダメージのみならず、被害後も様々な問題
を抱えながら、一人で苦しんでいることが少なくありません。
　このような被害者の現状を理解し、一日でも早く被害者が問題を克服できるように寄り添い、社会全体で被害者を支
えていくことができる支援の輪を広げていきましょう。
【被害者等のための各種相談窓口のお知らせ】
　警察では事件や事故の被害に遭われた方や家庭内暴力、ストーカー、お子さんのいじめ問題などで悩んでいる方など
の相談を受け付けています。
　また、事件や事故による心の傷が癒されず悩んでいる方のために、民間被害者相談窓口のカウンセラーがあなたの話
をお聞きします。事件や事故でお悩みの方は、勇気を出してご相談ください。
　＜警察相談電話＞
　　○�被害者相談　◦性犯罪・少年相談１１０番（フリーダイヤル）～　０１２０－６７７－１１０
　　○�一 般 相 談　◦専 用 電 話　～　♯９１１０
　　○�相 談 全 般　◦興部警察署　～　０１５８－８２－２１１０
　＜民間被害者相談電話＞
　　　　　　　　　�◦オホーツク被害者相談室（北見）～　０１５７－２５－１１３７
【犯罪被害給付制度についてのお知らせ】
　犯罪被害給付制度は、故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた被害者の遺族の方や障害が残ったり、一定の要件に該
当する重傷病を負った被害者の方に対して、国が給付金を支給する制度です。
　法律により給付金を受けることができる方や申請の期間・方法が規定されているほか、一定の条件の下では給付金の
全部又は一部が支給されない場合もありますので、詳しい内容については興部警察署に問い合わせてください。
� ＜担当：警務課　大西（内線２１１）＞

２　女性に対する暴力対策の推進
　　　～　ストーカー・配偶者暴力・性的画像に関する被害からあなたを守るために　～
　ストーカーや配偶者暴力を受けている被害者保護のため、住民基本台帳閲覧制限等の支援措置が実施されています。
この支援措置は、被害者などの居所を知られないようにするため、住民基本台帳の閲覧の制限等を行うものです。
　性的画像に関する被害を防ぐには、性的画像を撮影させない送らない、ネット上に掲載されたときは、直ぐに削除要
請をする必要があります。
　早めの相談が、被害の未然防止、拡大防止につながります。
　詳しくは、各警察署の相談窓口、相談ダイヤル「♯９１１０」又は町役場にお尋ね下さい。

３　児童虐待防止対策の推進　～　「もしかして」　あなたが救う　小さな手　～
　児童虐待事案は、取扱い事案が年々増加しており、尊い子どもの命が奪われるなどの痛ましい事件が後を絶ちませ
ん。「しつけのつもり」は親の言い訳に過ぎません。
　近所にこのような子どもや保護者はいませんか。
　　・子どもの泣き声や助けを求める声が頻繁に聞こえる
　　・子どもの身体や衣服が汚れている
　　・家の中にゴミが散乱し異臭がする
　児童虐待の疑いを感じたら、匿名でも構いませんので迷わずに児童相談所、警察、町役場に連絡してください。あな
たの連絡が児童虐待から子どもたちを救うことになります。

４　指名手配被疑者の検挙にご協力を　～　ピンときたら110番　～
　全国警察の総力を挙げて指名手配犯人検挙の追跡捜査を行っていますが、一人でも多くの指名手配犯人を早期に検挙
するためには、捜査に対する皆様の御理解と御協力が欠かせません。
　逃走中の指名手配犯人に関する情報は、どんな些細なことであっても110番又は最寄りの警察署、交番、駐在所に連
絡を頂きますよう、よろしくお願いいたします。

５　冬の交通安全運動の実施　～　ストップ・ザ・交通事故　～　めざせ安全で安心な北海道　～
　○　運動期間　　11月11日㈬～11月20日㈮の10日間
　○　交通事故防止ポイント
　　①　ドライバーの皆さんへ
　　　・�この時期は、昼間に降った雨が夜間に凍ってブラックアイスバーンとなります。路面が出ていても油断せず、

スピードダウンを心掛けましょう。
　　　・�ますます日没が早まり夕方から夜間にかけて、歩行者や自転車の見落とし、発見遅れによる交通事故が心配さ

れます。特に、右からの横断歩行者に注意しましょう。
　　②　歩行者の皆さんへ
　　　・横断前に左右をよく見ましょう。そして道路中央で左をまた見ましょう。
　　　・外出するときは、明るい服装で夜光反射材を身に付けましょう。
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9 月 19日、20日の 2日間、地元少年野球チームの技術向上と、普段あまり対戦のない紋別管内以外の
チームを招いて交流を深めることを目的として、オホーツク・エア・ウォーター㈱様の協賛をいただき、第
7回ハローガス杯新人少年野球大会が開催されました。
大会には、地元興部ファイターズのほかに、紋別市・遠軽町・湧別町などからチームを招き全 6チーム
で行われました。1日目は 2ブロックに分かれて総当り戦を行い、各ブロックの順位を決め、2日目には 1
日目の成績に応じて決勝トーナメントが行われました。
どのチームも 6年生が抜けてからチームを作り始めたばかりですが、6年生に負けない好プレーが随所
に見られる素晴らしい試合が繰り広げられました。
結果は、各ブロックを勝ち抜いた遠軽西ファイターズと中湧別野球少年団が決勝戦へ進み、中湧別野球少
年団が見事優勝しました。
地元興部ファイターズは、初日はＡブロック 2位で通過し、決勝トーナメントでは 1回戦、中湧別野球
少年団に敗退、3・4位決定戦で芭露バッファローズに勝利し、見事 3位となりました。

ピティナピアノコンクール本選で
中村結雫君・桑野陽太君が優秀賞！
全国各地で予選・本選が行われる「ピティナピアノコンクール」が 7月
25 日釧路市で北日本道東本選、29 日札幌市で北日本Ⅰ本選が開催され、
プレ初級連弾の部に中村結雫君（小学 1年生）と桑野陽太君（年長）が出場し、2つの本選ともに優秀賞
を獲得しました。
全国大会の切符は惜しくももらえませんでしたが、参加人数が多く、予選・本選ともに通過人数が限られ
ていて賞を取ることが難しいコンクールでの優秀賞受賞となりました。
中村結雫くんについては、同じ大会でA1級の部に出場し奨励賞を獲得しました。また、昨年幼児の部で
銀賞を受賞した「毎日こどもピアノコンクール」にも出場し、本年は小学 1・2年の部で見事に銀賞を受賞
しました。

第 7回ハローガス杯新人少年野球大会

topics
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一日女性警察官が交通事故防止を呼びかけました
10 月 7日、秋の行楽シーズン・輸送繁忙期を迎え過労や居眠りなどによる交通事故の多発が懸念される
ことから、一日女性警察官が事業所を訪問しました。
一日女性警察官には、興部高校 1年生の菅原聖奈さんと表田志穂さんの 2名が南條興部警察署長より委
嘱され、町内 6事業所と興部中学校を訪問し、交通事故防止要請書を読み上げ、町内の交通死亡事故ゼロ
3,000 日達成を目標に、安全運転に心がけ交通事故のない安全で明るい町づくりへの協力をお願いしまし
た。

10 月 10 日、今年で 47 回目を迎える興部駅伝競走大
会（主催　興部町陸上競技協会）が開催されました。
大会は交通記念広場を発着点とする周回コース 6区間
1周 3.5 ㎞（小学男女の部は 1周 3.0 ㎞）で行われ、今
年は 3部門 6チームが出場し、晴天の中、選手は一生懸
命健脚を競いました。中継地点では、力走する選手に、家
族やチームメイトから大きな声援が送られ、選手たちは力を振り絞ってタスキをつなぎました。
　◎大会結果（1位のみ）
　・一般の部　　　　興部消防＆雄武消防119　　タイム　1：36：49
　・小学男子の部　　ＦＣルゴーサ興部Ａ　　　　タイム　1：28：55
　・中学男子の部　　ＦＣルゴーサＢ　　　　　　タイム　1：35：28

9 月 26日、町営球場にて西紋地区の野球少年団 5チームが参加して、第 37回北オホーツク農協組合長
旗争奪少年団対抗野球大会が開催されました。この大会は、今シーズン 6年生が出場できる最後の大会で、
どのチームも一年間の集大
成として素晴らしい試合が
繰り広げられ、勝利に向け
チーム一体となって全力の
プレーを見せていました。
地元興部ファイターズ
は、決勝で惜しくも紋別オ
ホーツクイーグルスに敗れ
てしまいました。

第 37回北オホーツク農協組合長旗争奪
少年団対抗野球大会

第 47回興部駅伝競走大会
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10 月 13日、グリーンハウスにおいて、第 156回紋別ブロック交流ゲートボール大会が開催され、興部町、
滝上町、雄武町、紋別市から合計 8チーム 47名が参加しました。
各チームは優勝を目指し、コートでは白熱した試合
が繰り広げられ、優勝は興部ファイターズが勝ち取り
ました。
○大会結果
　優　勝　興部ファイターズ
　準優勝　雄武そよかぜ
　３　位　興部スマイル

topics

町内富丘地区で 30年ほど前まで酪農を営まれ、現在北広島市に在住の沢口光博さんより、この度、除雪
車両に取り付けする最新型除雪用ブレードが寄贈されました。
沢口さんは、機械製造の仕事をされており、ふるさと「おこっぺ」に貢献できることとして、寄贈の申し
出があり、町では冬道の道路環境整備に活用させていただきます。

北広島市在住　沢口光博さんより
最新型除雪用ブレードが寄贈されました

第 156回紋別ブロック交流ゲートボール大会興部大会

□各納期を経過し、まだ納めていない町税は早急に納入願います。
□町税を納期内に納入できない事情のある方は、住民課・税務係に相談下さい。
□納期限を過ぎても町税が納入されないときは、地方税法に基づき督促状を送付します。
□�固定資産の異動、特に家屋の新築や取り壊しがあった場合や軽自動車に異動があった場合は速やかに届出をして下さい。
※町税に関する問合せは、役場住民課税務係へ（℡ 82－ 2164）
□国民健康保険への加入、脱退の異動手続は、2週間以内に行ってください。
※国保手続きに関する問合せは、きらり介護支援課保険医療係へ（℡ 82－ 4140）

町税納期のお知らせ
今月は、固 定 資 産 税 ４期（納期限　平成 27年 11月 30日）と、
　　　　国民健康保険税 ５期（納期限　平成 27年 11月 30日）の納期です。
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●人のうごき　人口��4,038 ／�男 1,968／�女�2,070／�世帯数 1,864  9 月末現在
　　　　　　　　　　（前月比）�（�＋1�）� （�＋6�）� （�－5�）� （�－1�）
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お悔やみ申し上げます

藤井　芳子	 本　　町	 89

大山キヨ子	 沙留北浜町	 97

鎌田　高雄	 沙留汐見町	 57

髙井　澄子	 緑 ヶ 丘	 79

子供の人権１１０番　フリーダイヤル
０１２０－０

ゼロゼロナナのひゃくとおばん
０７－１１０

ひとりで悩まないで
悩んでいる・困っているなら

人権擁護委員
に相談してください

☆わたしたちの街の人権擁護委員です

田中　啓一 ☎82-2522
今井　秀和 ☎83-2244
有坂　廣光 ☎82-3114

毎月15日は、道民交通安全の日です

11 月 11 日㈬～ 11 月 20 日㈮

冬の交通安全運動

●高齢者の交通事故防止
●�夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止
●路面凍結等のスリップ事故の防止
●飲酒運転の根絶

国保病院からのお知らせ

11月の皮膚科
診療の日程

◎ 期日　10 日㈫・24 日㈫
◎ 場所　興部町国民健康保険病院
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表
彰
式

第
63
回
興
部
町
総
合
文
化

祭
芸
能
発
表
会

興
部
保
育
所
お
遊
戯
会

沙
留
保
育
所
お
遊
戯
会

町
の
う
ご
き

10
月

行　

事　

名

３５18
札
幌
お
こ
っ
ぺ
故
里
会

第
28
回
お
こ
っ
ぺ
牛
乳
の

里
マ
ラ
ソ
ン
大
会

興
部
中
学
校
学
校
祭

沙
留
中
学
校
文
化
祭

2125
24
〜
３

第
2
回
自
治
会
長
会
議

興
部
小
学
校
学
芸
会

沙
留
小
学
校
学
芸
会

第
63
回
興
部
町
総
合
文
化

祭
ご
寄
附
の
お
礼

▽
宇
津
神
田
優
さ
ん
よ
り
亡
子

（
故
神
田
匡
則
さ
ん
）
の
香
典
返

し
を
廃
し
て

　
　

宇
津
自
治
会
へ

　
　

金　

一　

封

▽
本
町
馬
場
繁
光
さ
ん
よ
り
亡
義

母
（
故
藤
井
芳
子
さ
ん
）
の
香
典

返
し
を
廃
し
て

　
　

本
町
自
治
会
へ

　
　

社
会
福
祉
協
議
会
へ

　
　

金　

一　

封

▽
沙
留
北
浜
町
大
山
ト
シ
さ
ん
よ

り
亡
母
（
故
大
山
キ
ヨ
子
さ
ん
）

の
香
典
返
し
を
廃
し
て

　
　

沙
留
北
浜
町
自
治
会
へ

　
　

社
会
福
祉
協
議
会
へ

　
　

金　

一　

封

▽
緑
ヶ
丘
髙
井
勝
幸
さ
ん
よ
り
亡

母
（
故
髙
井
澄
子
さ
ん
）
の
香
典

返
し
を
廃
し
て

　
　

緑
ヶ
丘
自
治
会
へ

　
　

社
会
福
祉
協
議
会
へ

　
　

金　

一　

封

▽
札
幌
市
清
田
区
（
有
）
宣
工
芸

さ
ん
よ
り
ふ
る
さ
と
応
援
寄
付
と

し
て

　
　

興
部
町
へ

（
産
業
振
興
事
業
へ
）　

　
　

金　

一　

封

ご結婚おめでとう
　夫婦の氏名　　　　住　所　
�阿部　共明　　　仲 　 　 町
�福井　梨衣　　　紋　別　市

ご出産おめでとう
　		出生児名　　親の名　　住　所
◎男の子

　長谷川凌
りよう

史
じ

　 裕　也有　加 　仲　　町

　髙橋　　慶
けい

　 博　喜愛　未 　沙留旭町


